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桜花、新緑、紅葉と歴史・文化の丘の街、佐倉 

 ゆとりの暮らしをサポートする住生活の実現 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐倉市住生活基本計画の概要 

〈住生活基本計画の見直しについて〉 
 

「佐倉市住生活基本計画」は平成２６年に策定しました。人口減少・少

子高齢化が進む中で、空き家の増加や地域コミュニティの希薄化による

住環境の低下、住宅確保要配慮者の増加等、更に進展していく課題や新

たな課題に対応するため、計画を策定します。 

（202412 都市部住宅課 作成） 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住生活基本計画 

（全国計画） 

平成 18 年 9 月策定 

平成 23 年 3 月 

第１回見直し 

平成 28 年 3 月 

第２回見直し 

千葉県住生活 

基本計画 

平成 19 年 3 月策定 

平成 24 年 2 月 

第２次改定 

平成 29 年 3 月 

第３次改定 

佐倉市住生活 

基本計画 

平成 26 年 3 月策定 

令和２年３月 

中間見直し 

平成２６年度～平成３５年度 

（令和 5 年度） 

５年経過 

令和３年 3 月 

第３回見直し 

令和４年１１月 

第４次改定 

令和７年３月改定 

◎計画策定の経緯と背景 

〈視点・基本方針・目標〉 

１ 居住者・コミュニティからの視点 

 誰もが安心して暮らし続けられる住まいとくらし  

基本方針Ⅰ 若年・子育て世帯が笑顔で暮らせる地域社会づくり 

目標① 子育てしやすい良質な住まいの確保 

目標② 若年・子育て世帯に対する住環境の整備 
 

基本方針Ⅱ 高齢者等が安心して暮らせる環境の整備 

   目標③ 良質な高齢者等向けの住まいの確保 

目標④ 高齢者等の住まいを支える環境の整備 
    

基本方針Ⅲ 住宅確保要配慮者に対する支援制度の整備 

   目標⑤ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給促進 

目標⑥ 住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の確保 
 

基本方針Ⅳ 地域コミュニティと団地の活性化の取組み        

目標⑦ 多様な世代が交流できる環境の整備 
 

基本方針Ⅴ 佐倉らしさを実現するための取組 

目標⑧ 佐倉の価値や愛着度の向上 

 

 

２ 社会環境の変化の視点 

 時代に対応した暮らし方の実現 

基本方針Ⅵ 新しいライフスタイルに向けた住まい方の実現 

目標⑨ 多様なニーズに応じた柔軟な住まいの選択 

目標⑩ 新技術を活用した住生活の実現 

 

 

３ 住宅ストックの視点 

安全でエコな住宅と空き家の無い地域社会の実現 

基本方針Ⅶ 脱炭素社会に向けた良質な住宅ストックの形成と適切な 

維持管理 

目標⑪ 脱炭素社会に向けた住まいづくり 

目標⑫ 住宅の適正な維持管理とリフォームによる質の向上 

   目標⑬ マンションの適正な管理 

   目標⑭ 総合的かつ効果的な空家対策 
 

 

〈リーディングプロジェクト〉 

地域における課題を解決し、自然・歴史・文化が共存する丘の街でのゆとりある暮らしを 

実現するため、市民、自治会・町内会、ボランティア団体、ＮＰＯ、企業、事業者等と市が 

今できることを積極的に行い、先導する中で住生活基本計画の推進を図ります。 

  ① 空き家対策 ②移住・定住化対策 
③住宅セーフティネットに関

わる対策 

住民が行う活動 
・(空き家等の地域貢献活用

事業)  

・(団地活性化モデル地区に

おける情報発信の推進) 

  

市が行う事業 

・中古住宅リフォーム支援事

業 

・中古住宅解体新築補助 

・小規模宅地隣接地取得の支

援 

・（住宅確保要配慮者の入居

を拒まない所有者と要配慮

者とのマッチング） 

・空き家バンク子育て世帯定

住促進補助事業 

・近居同居住替え支援事業 

・戸建賃貸家賃補助事業 

・結婚新生活支援事業 

・住まいの促進のための情報

発信事業 

・（中古住宅リフォーム支援

事業) 

・(中古住宅解体新築補助) 

・空き家バンク子育て世帯定

住促進補助事業 

・住宅確保要配慮者の入居を

拒まない所有者と要配慮者

とのマッチング 

市、 

地域活動団体、

民間関係団体等

が協力して行う

事業 

・空き家バンク事業 

・不動産団体と協力した空き

家買取りの支援システムの

構築 

・住宅に関わるテーマごとの

セミナー、相談会の実施 

・専門家等との連携による相

談体制の構築 

・（空き家バンクなど、住宅

確保要配慮者の入居を拒ま

ない物件の抽出） 

・空き家所有者へのアプロー

チによる活用推進 

・住生活の向上に資するため

の活動の顕著な功績に対す

る顕彰  

・フラット 35 子育て支援型 

・定住化促進に関する情報発

信事業 

・街の成り立ち（景色や史跡

など）のエピソードの整理

などを市民と協力して行

い、内外から佐倉での暮ら

しがイメージできるような

情報発信 

・(空き家バンク事業) 

・住生活の向上に資するため

の活動の顕著な功績に対す

る顕彰  

・空き家バンクなど、住宅確

保要配慮者の入居を拒まな

い物件の抽出と紹介 

・外国人居住者の居住の支援 

・住生活の向上に資するため

の活動の顕著な功績に対す

る顕彰  

 

 

  ④少子高齢化対策 ⑤地域コミュニティの活性化対策 

住民が行う活動 

  ・空き家等の地域貢献活用の支援 

・団地活性化モデル地区における情報発 

 信の推進 

・自治会等自治進行に対する支援 

・地区集会所整備事業に対する補助 

市が行う事業 

・公営住宅の子育て世帯の入居の促進 

・(近居同居住替え支援事業) 

・(戸建賃貸家賃補助事業) 

・(結婚新生活支援事業) 

・(住まいの促進のための情報発信事業) 

・(空き家バンク子育て世帯定住促進補助事

業)  

 

市、地域活動団

体、民間関係団

体等が協力して

行う事業 

・(フラット 35 子育て支援型) 

・住生活の向上に資するための活動の顕著な

功績に対する顕彰 

・(空き家所有者へのアプローチによる活用

推進) 

・住生活の向上に資するための活動の顕著な

功績に対する顕彰 
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【議事２】


